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（一財）石川県社会保険協会では、協会の会員様を対象に、健康づくり事業の一環として、
下呂温泉及び長良川温泉の宿泊助成券（共通券）の配付を行っております。

≪助成券の概要≫
　★��本券は、下呂温泉旅館協同組合加盟のうち36旅館、長良川温泉旅館協同組合加盟のう
ち５旅館の宿泊代が現地払いの際にご利用できます。（ご利用できる旅館名は、配付の
宿泊助成券を必ずご確認ください。）

　★��宿泊代を旅行会社等へ事前払いする場合は、旅館内利用券として飲食代・土産代などに
使うことができます。

　★��本券は、他の割引と併用ができます。（下呂温泉の湯快リゾート系２旅館を除く。）
　★��１泊の宿泊につき１人１枚利用で500円の割引をうけることができます。（２人で２泊する場合は、助成券を
４枚利用して2,000円割引とすることができます。）

≪申 込 資 格≫　協会会員事業所（令和７年度社会保険協会費を納付していただける事業所様）
≪利用対象者≫　従業員及びご家族とその同伴者。（ただし小学生以上）

≪申込方法≫�� ・必要事項を記入した申込書（コピー可）（事業所名を明記し、必ず印鑑を押してください。）
� ・切手を貼付けし、宛先を明記した返信用封筒
	 　㊟切手を貼付けした返信用封筒が無い場合（申込用紙のみ）は、お送りできません。
� �上記２点を同封のうえ、石川県社会保険協会へ郵送してください。郵送のみの受付です。
� （必要枚数を事業所主様から一括してお申し込みください。）

※��なお、申込期限内であれば何回でも申し込めますが、１回のお申し込みごとに上限枚数が決まっていますので、下表を
ご確認のうえお申し込みください。ただし、上限枚数を超えて必要な場合は、お電話にてご相談ください。
◎また、発行予定枚数を超えた場合は終了させていただきますのでご了承ください。
◎宿泊助成券の利用時、「事業所名」の記載がないときには使用できませんのでご注意ください。

≪ご利用期間≫　下呂温泉　　：2025年４月１日（火）～2025年12月31日（水）
　　　　　　　　長良川温泉　：2025年４月１日（火）～2026年� 3月31日（火）
≪申 込 期 限≫　2025年11月28日（金）

下呂温泉・長良川温泉	宿泊助成券申込書
事 業 所 名 称 ㊞

事業所整理記号 （例：01－イロハ）

事 業 所 所 在 地 〒　　　　－

担 当 者 氏 名

連絡先電話番号 ☎　　　　　－　　　　　－

被 保 険 者 数 人（協会費の算定基礎となった人数）

希 望 枚 数 枚　　　　　　　　　　　　　　　

※FAX不可・捺印のないもの不可

下呂温泉・長良川温泉下呂温泉・長良川温泉宿泊助成券宿泊助成券ののご案内ご案内

申込書
郵送先

（一財）石川県社会保険協会
〒920-0364��金沢市松島2-191　COMビル４F

電 話　076－265－2381

被保険者数 上限枚数（１回につき）※貼付切手額
1～� 9人 10枚 110円
10～29人 15枚 110円
30～49人 25枚 110円
50～99人 40枚 110円
100人以上 50枚 180円


